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１ 障害福祉計画 

（１）障害福祉計画とは 

障害福祉計画とは、障害者総合支援法（平成 17年法律第 123号）第 88条第

１項に定められた、区市町村の障害福祉サービスの提供体制の確保や業務の円滑な

実施に関する計画を定めるもので、当市では平成２７年３月に第４期障害福祉計画

を策定いたしました。 

第４期障害福祉計画の期間は、平成 27年度を初年度とし、平成 29年度までの

３年間となります。また、法制度の改正や社会情勢の変化等、必要に応じて計画を

見直します。 

 

計画の期間 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

      

 

（２）計画策定の方法 

①東久留米市地域自立支援協議会 

この計画は、障害当事者や障害団体の代表、学識経験者、学校や保健などの行政

機関の代表、障害福祉サービスを提供する事業者の代表から構成される「東久留米

市地域自立支援協議会」において内容を審議・検討し、その意見を踏まえたうえで

策定しました。 

 

②アンケート調査及びヒアリング調査の実施 

この計画の策定に当たっては、市民の福祉に関する意識やサービスの利用意向及

び利用実態などを把握するために、障害当事者だけではなく、障害のない市民を対

障害者計画 

第４期障害福祉計画 第５期障害福祉計画 
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象に「障害や病気のある方の地域での生活と共生に関する意識調査」を実施しまし

た。 

このアンケート調査によって浮き彫りになった課題に的を絞って、地域自立支援

協議会に代表者が入っていない障害団体からも、ご意見を聴くため、ヒアリング調

査を実施しました。また、市内事業者を対象として同じ趣旨のアンケート調査を行

いました。 

 

③パブリックコメント等の実施 

この計画の素案を、市役所などの窓口やホームページで公開し、広く市民の方々

から意見を募りました。平成 27年２月 11日には、地域自立支援協議会を市民参

加型で開催し、計画全体について協議会委員が直接に市民から意見を聴く場を設け

ました。 

 

（３）地域自立支援協議会による障害福祉計画の進行管理 

障害福祉計画は毎年の実施状況を地域自立支援協議会に報告し、進捗状況の点検

と評価を受けながら、PDCAサイクルを構築しています。 

 

「ＰＤＣＡサイクル」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

計画の策定（見直し） 

ＰＬＡＮ 

 

施策の実施 

 

地域自立支援協議会における

毎年の点検・評価 

 

取り組みの見直し、改善 

ＡＣＴ ＤＯ 

ＣＨＥＣＫ 
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（４）障害福祉計画の基本的な考え方 

東久留米市は、ノーマライゼーションの理念のもとで、障害者の自己決定を尊重

し、その意思決定に寄り添える支援を目指します。そして、障害者が希望する障害

福祉サービスを選択しながら、自立と社会参加が実現できるよう、次のような基本

的な考え方のもとで、第４期障害福祉計画を策定しました。 

 

  

地域で安心して暮らしていくため、障害者が必要とするサービスを選択できるよ

う、訪問系サービス及び日中活動系サービスの提供体制を確保するよう努めます。

また、社会参加や余暇活動の充実を図るため、移動支援、意思疎通支援等の地域生

活支援事業を実施します。 

 

 

就労継続支援又は就労移行を行う事業所と、就労支援室「さいわい」「あおぞら」

及びハローワーク等の就労支援機関との連携によって、希望する方が少しでも多く

一般就労に移行できるように、数値目標を立てて、一般就労への移行支援を推進し

ます。また、就職後の定着に向けた支援や、失職後の相談にも丁寧に応じられるよ

う、努めていきます。 

 

 

都外の福祉施設に入所している障害者や、精神科病院に長期入院を続けている方

が、自らの意思によって生まれ育った東久留米市での生活を希望する場合、出来る

限り受け入れられるように、数値目標を立てて地域移行支援を推進します。そのた

めのグループホーム等のサービス基盤の拡充に努めます。 

 

 

障害者が必要とするサービスを適切に利用できるよう、計画相談支援の導入を着

実に推進していきます。また、サービス等利用計画に関わらない一般相談にも、広

く応えていける体制を目指していきます。 

① 訪問系及び日中活動系サービスの提供体制の充実

② 一般就労等への移行支援の推進

③ 入所施設等からの地域移行の推進

④ サービス等利用計画の提供体制の確保
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２ 平成 29年度に向けた目標 

国が定める「基本指針」に基づき、「施設入所者の地域生活への移行」、「福祉施

設から一般就労への移行等」等に関する平成 29年度における数値目標を定め、計

画を推進しています。 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

平成 29年度末における地域生活に移行する人について、平成 25年度末時点の

施設入所者数の 12％以上が地域生活へ移行することとします。 

また、平成 29 年度末の施設入所者数を平成 25 年度末時点の施設入所者から

４％以上削減することを基本として、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設

定しています。 

 

項目 

 (平成 29年度ま

でに達成すべき) 

目標数値 

平成 28年度 

実績 
算出方法 

平成 25 年度末の施設

入所者数(99 人) 
93 人 92 人 

平成 25 年度末の施設入

所者数 

地域生活移行者数 12 人 人 

平成 25 年度末の施設入

所者のうち、平成 29 年

度末までにグループホ

ーム等へ移行する人数 

削減見込数 6 人 7 人 

平成 29 年度末時点での

施設入所者数の削減見

込数 

 

【意見】 

〇現在入所している人がどこの施設に入所しているか、障害種別などの情報が必

要。 

〇地域で支援する社会資源が少なく、整備が必要。 

【評価】 

〇入所している人の地域移行に対する意向に対応する仕組み作りが必要。 

【改善】 

〇エリア別入所者一覧の資料を作成。 

〇次期計画作成時のアンケート調査等で意向を確認できる仕組みを検討する。 
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（２）福祉施設から一般就労への移行促進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成 29年度中に一般

就労に移行する人について、これまでの実績及び地域の実情を踏まえて設定してい

ます。 

 

項目 目標数値 
平成 28年度 

実績 
算出方法 

目標年度の年間一般就

労移行者数 
15 人 人 

平成 29年度中に福祉施設

を退所して一般就労する

人数の目標値 

 

【意見】 

〇次期計画では定着について人数把握等の数値を検討する必要がある。 

〇就労移行支援の利用者が増えていかない状況もある。 

【評価】 

〇数値目標や実績については問題はないが、就労移行支援の利用者の追跡調査を

行い、定着に向けた支援が必要。 

【改善】 

〇次年度のＰＤＣＡ以降、定着の数値について追っていく。 

 

（３）就労移行支援事業の利用者数 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

就労移行支援事業の利用者数は、平成 25年度末における利用者数から６割以上

増加することを目指します。 

 

 

 

【意見】【評価】【改善】は日中活動系サービスの頁を参照 

  

項目 

(平成 29 年度ま

でに達成すべき) 

目標数値 

平成 28年度 

実績 
算出方法 

目標年度の就労移行

支援事業利用者数 
45 人 人 

平成 29 年度末に就労移

行支援事業を利用する

人数の目標値 



- 6 - 

 

３ 各種サービスの実績 

 

（１）訪問系サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

〇居宅介護 

自宅で身体介護や家事援助などの支援を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 90 84 86 79(91) 65(96) －(101) 

利用時間数 989 967 943 
852 

(1,015) 

758 

(1,071) 

－ 

(1,127) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

〇重度訪問介護 

重度の肢体不自由者や知的障害・精神障害で、常時介護を必要とする方に、入浴・

排せつ・食事などの介護を総合的に行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 15 17 20 21(23) 19(25) －(27) 

利用時間数 4,906 5,954 7,000 
7,233 

(7,900) 

6,479 

(8,587) 

－ 

(9,274) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

〇同行援護 

視覚障害により移動に著しい困難がある方に、外出時に同行し、移動が必要な情

報を提供し、移動の支援を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 21 22 23 21(24) 24(25) －(26) 

利用時間数 318 317 349 
402 

(358) 

423 

(373) 

－ 

388) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 
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〇行動援護 

行動障害のある知的障害者・精神障害者で、常時介護を必要とする方に、移動の

介護や危険回避の援護などを行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 19 21 19 22(20) 23(20) －(20) 

利用時間数 830 863 609 
674 

(780) 

677 

(780) 

－ 

(780) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

【意見】 

〇ヘルパー不足で利用者の依頼を受けられない状況である。 

〇今後医療ケアが必要な人に対する対応を検討する必要がある。 

〇全体として支給量が少ない。 

【評価】 

〇必要とされるヘルパーの人数と市内に在籍しているヘルパーの人数とのギャ

ップがどれくらいあるか調査が必要。 

【改善】 

〇次期計画作成の際、事業所に対してヒアリングを行い、ヘルパー不足の状況を

確認し、解決策の検討を行う。 
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（２）日中活動系サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

〇生活介護 

常に介護を必要とする障害者に対し、施設等で入浴・排せつ・食事などの介護や

創作的活動・生産活動の機会を提供します。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 195 217 225 230(232) 234(241) －(250) 

利用日数 4,055 4,215 4,350 
4,804 

(4,554) 

4,883 

(4,752) 

－ 

(4,950) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇自立訓練（機能訓練） 

身体障害者に対し、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、必

要な訓練等を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 1 1 1 1(1) 1(1) －(1) 

利用日数 12 22 14 12(16) 14(16) －(16) 

 各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇自立訓練（生活訓練） 

知的障害者・精神障害者に対し、自立した日常生活や社会生活を営むことができ

るように、必要な訓練等を行います。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 9 11 10 12(11) 13(11) －(11) 

利用日数 129 172 177 207(176) 253(176) －(176) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 
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〇宿泊型自立訓練 

自立訓練（生活訓練）の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利

用している方等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後

における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援を行います。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 1 2 1 2(1) 0(1) －(1) 

利用日数 31 52 28 62(30) 0(30) －(30) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する方に、生産活動等を通じて、就労に必要な知識・

能力の向上のための訓練を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 22 28 31 30(33) 34(39) －(45) 

利用日数 344 489 555 514(566) 618(669) －(772) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等への就労が難しい方に、生産活動等を通じて、知識・能力の向上のた

めの訓練を行います。A型は利用者と事業者が雇用契約を結び、就労の機会や提供

を受けるもので、最低賃金法が適用されます。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 11 14 13 15(16) 15(17) －(18) 

利用日数 174 270 253 327(294) 319(312) －(331) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 
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〇就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業等への就労が難しい方に、生産活動等を通じて、知識・能力の向上のた

めの訓練を行います。B型は雇用契約を結ばずに生産活動や就労のための訓練を行

うものです。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 274 264 271 291(275) 284(280) －(285) 

利用日数 4,399 4,192 4,352 
5,128 

(4,400) 

5,106 

(4,480) 

－ 

(4,560) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇療養介護 

医療を要する障害者で、常時介護を必要とする方に、病院等の施設で機能訓練や

療養上の管理、看護、介護などを行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 6 7 7 8(7) 10(7) －(7) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇短期入所 

自宅で介護を行う人が病気などの理由で介護できない場合に、短期間施設に入所

して必要な介護等の支援を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 31 26 29 48(31) 40(32) －(33) 

利用日数 282 175 250 318(255) 253(264) －(272) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 
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【意見】 

〇在学中の児童の今後も踏まえた数値設定が必要。生活介護は不足してくる。 

〇事業所の定員を増やすのは難しい状況がある。 

【評価】 

〇卒後の進路の問題、生活介護の不足など、自立支援協議会や施設代表者会など

で検討していく。 

【改善】 

〇３月か４月に施設代表者会を開催し、現状の共有を計る。 
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（３）居住系サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

〇共同生活援助 

地域での共同生活に支障のない障害者に対し、共同生活を営む住居において、日

常生活の援助を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 96 101 105 125(125) 123(128) －(130) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇施設入所支援 

障害者支援施設に入所する障害者に対し、主として夜間に入浴・排せつ・食事等

の介護を行います｡ 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 95 99 96 92(95) 92(94) －(93) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

【意見】 

〇グループホーム間の情報共有が必要。 

〇親亡き後の施策でなく、本人の自立の観点を入れるべき。 

〇グループホームのニーズはまだまだ多い。 

【評価】 

〇短い期間での数値設定と同時に長期的な視点で計画をたてる必要がある。 

【改善】 

〇次期計画には長期的な視点を含める。 
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（４）児童系サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

〇児童発達支援 

地域の障害児を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な

知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 44 47 47 49(47) 50(47) －(47) 

利用日数 690 662 781 605(699) 701(699) －(699) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

〇放課後等デイサービス 

就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のため

に必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 

（月あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 2 86 92 122(100) 132(105) －(110) 

利用日数 17 838 880 
1,434 

(965) 

1,601 

(1,014) 

－ 

(1,062) 

各年度の年度末(3月)実績、括弧内は計画値 

 

【意見】 

〇放課後等デイサービスについては、児童の健全育成という目的の他、親の就労

保障という面もある。また、サービス利用を前提とした利用計画という状況も

あり、課題がある。 

【評価】 

〇自立支援協議会で情報を出し合い、今後も協議していく。 

【改善】 

〇国や都、他市の情報を提供していく。 
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（５）特定相談支援と地域相談支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

〇計画相談支援・障害児相談支援 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場

合に、障害者（児）の自立した生活を支え、障害者（児）の抱える課題の解決や適

切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 

  

〇地域移行支援・地域定着支援 

地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要

する方に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地

域移行に向けた支援を行います。 

 地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院した方、家族との同居か

ら一人暮らしに移行した方、地域生活が不安定な方等に対し、地域生活を継続して

いくための支援を行います。 

（月あたり） 

利用件数 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

計画相談支援 1 8 33 87(64) 86(65) －(66) 

障害児 

相談支援 
0 1 3 15(13) 16(13) －(14) 

地域移行支援 0 0 0 0(1) 0(1) －(1) 

地域定着支援 0 0 0 0(1) 0(1) －(1) 

各年度月平均実績、括弧内は計画値 

 

【評価】 

〇計画相談については比較的順調に動いている。 

【改善】 

〇計画の内容の充実や相談支援専門員の確保に努めていく。 
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（６）自立支援医療 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

〇自立支援医療（更生・育成・精神通院） 

 

更生医療  ：18歳以上の身体障害者が、障害の軽減や機能の維持のために手

術等を行う場合に、その医療費を助成します。 

育成医療  ：身体に障害があるか、病気のために将来障害が残る恐れのある

18歳未満の児童が、手術等で改善・予防を図る場合に、その医

療費を助成します。 

精神通院医療：精神障害者が通院によって精神疾患の医療を受ける場合に、その

医療費を助成します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

更生医療 73 78 80 75(80) －(82) －(82) 

育成医療 11 9 10 14(10) －(10) －(10) 

精神通院 1,722 1,796 1,847 
1,953 

(1,899) 

－ 

(1,953) 

－ 

(2,008) 

括弧内は計画値 

 

【意見】 

〇事業所でも鬱や発達障害の方が増えているという実感はある。 

【評価】 

〇利用希望者に対し、適切に提供がされている。 

【改善】 

〇今後も利用希望者に対し、適切に案内、受付をしていく。 
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（７）補装具 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

身体障害者の身体機能を補完・代替するための用具（車いす・義肢・補聴器など）

の購入費・修理費の一部を給付します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実利用者数 249 221 270 239(275) 265(280) －(285) 

括弧内は計画値 

 

【評価】 

〇ほぼ見込み通り、希望者に対し給付されている。 

【改善】 

〇今後も利用希望者に対し、適切に案内・受付をしていく。 

 

 

（８）地域生活支援事業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

①委託相談支援・成年後見制度利用支援 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のための援助を行うこと

で、自立した社会生活を支援します。その中で、障害者の虐待防止のための取り組

みも行っていきます。また、判断に支援を要する知的障害者及び精神障害者には、

権利擁護の視点から成年後見制度の利用支援を行います。首長申立と第三者後見人

への報酬助成制度を積極的に運用して、制度利用を推進します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期（実績） 第４期（見込み） 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

委託相談支
援実施個所 

2 2 2 2(2) 2(2) －(2) 

成年後見制
度利用件数
（※） 

0 1 0 0(3) 1(3) －(3) 

※首長申立て及び第三者後見人への報酬助成の利用者の件数。括弧内は計画値 

 

【改善】 

〇今後も成年後見制度の周知を図り、制度利用を推進する。 
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②移動支援事業 

屋外での移動に困難のある障害者に対し、外出のための援助を行うことで、自立

生活と社会参加を支援します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実施個所 33 33 33 47(33) 52(34) －(34) 

実利用者数 264 272 270 245(270) 237(280) －(280) 

利用時間数 
（ひと月） 

2,460 2,466 2,450 
2,640 

(2,450) 

2,575 

(2,500) 

－ 

(2,500) 

括弧内は計画値 

【意見】 

〇放課後等デイサービスの影響で利用者は減っているが、土日利用の増加により

利用時間は増えている。 

〇ヘルパー不足の状況は変わらない。 

〇グループホームの利用者が増えている。 

〇性別、障害種別による利用者とヘルパーのマッチングがうまくいかない場合が

あり、依頼を受けられないことがある。 

【評価】 

〇量的な面だけでなく、数的な面でも対応できない状況がある。 

【改善】 

〇次期計画作成の際、事業所に対してヒアリングを行い、ヘルパー不足の状況を

確認し、解決策の検討を行う。 
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③日常生活用具 

様々な障害に応じた自立生活支援用具等の給付を行い、日常生活の便宜を図りま

す。また、用具の対象範囲の拡大の必要性については、随時検討します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

介護・訓練
支援用具 

5 10 12 19(12) 19(13) －(13) 

自立生活支
援用具 

20 22 20 15(20) 20(21) －(22) 

在宅療養等
支援用具 

6 12 10 14(10) 23(11) －(12) 

情報・意思疎
通支援用具 

30 32 30 14(30) 23(32) －(32) 

排泄管理支
援用具 

1,847 1,939 2,000 
2,002 

(2,050) 

2,193 

(2,100) 

－ 

(2,150) 

住宅改修 4 1 4 10(4) 7(5) －(5) 

括弧内は計画値 

 

【意見】 

〇老齢化に伴い、支給が増えているものもある。 

【評価】 

〇利用希望者に対し、適切に給付がされている。 

【改善】 

〇今後も対象用具の拡大を含め適切に対応していく。 
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④日中一時支援 

障害者に日中活動する場を提供するとともに、家族の緊急時やレスパイトのニー

ズに対応します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

実施個所 5 5 5 6(6) 6(6) －(6) 

実利用者数 146 203 176 206(210) 189(210) －(210) 

 括弧内は計画値 

 

⑤手話通訳者・要約筆記者派遣 

聴覚・言語・音声機能障害等で意思疎通に支障のある方に、手話通訳者・要約筆

記者等を派遣します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

手話通訳 142 209 200 349(200) 372(210) －(210) 

要約筆記 64 49 52 37(52) 30(55) －(55) 

括弧内は計画値 

 

⑥手話奉仕員及び手話通訳登録者養成事業 

聴覚障害者を支援する手話奉仕員及び通訳登録者の養成講習を市が実施します。

視覚障害者のための点訳奉仕員の養成講座、及び夜間開催の手話奉仕員養成講習を

さいわい福祉センターにて実施します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期 第４期 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

養成講習 
修了者数 

56 47 53 65(55) 65(55) －(57) 

括弧内は計画値 
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【意見】 

〇手話通訳の派遣件数が増えると、通訳が不足し派遣がされないという不安があ

る。 

〇日中一時支援が制度の狭間で利用されている状況がある。 

〇手話講習会の修了者について、入門、基礎、応用、実践ごとの人数があった方

が良い。 

〇日中一時のサービス提供体制について、グループ支援ということも検討が必要。 

〇成人期の日中活動終了後の支援について課題がある。 

【評価】 

〇手話講習会のあり方について、今後検討していく必要がある。 

〇日中一時支援について、他市の状況をふまえ、支援の方法について検討が必要。 

【改善】 

〇手話通訳者の確保について、今後も検討していく。 

〇日中一時のグループ型支援について検討していく。 
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⑦地域活動支援センター 

障害者等に創作的活動・生産活動の機会を提供したり、社会との交流を促進した

りする地域活動支援センターの機能を充実させていきます。障害者の地域活動を支

援するとともに、地域における相談・支援窓口としての機能を強化していきます。 

 

【地域活動支援センターの種類】 

Ⅰ型：専門職員（精神保健福祉士等）を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤

との連携強化のための調整、地域ボランティア育成、障害に対する理解促

進を図るための普及啓発等の事業を実施し、相談支援事業を併せて実施な

いし委託を受けており、１日あたりの実利用人員が概ね 20 名以上である

ことが条件。 

Ⅱ型：地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応

訓練、入浴等のサービスを実施し、１日あたりの実利用人員が概ね 15 名

以上であることが条件。 

（年間あたり） 

区分 
第３期（実績） 第４期（見込み） 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

Ｉ
型 

実施個所数 1 1 1 1(1) 1(1) －(1) 

実利用者数 68 61 49 68(60) 61(60) －(60) 

Ⅱ

型 
実施個所数 1 1 1 1(1) 1(1) －(1) 

実利用者数 25 28 32 37(35) 31(35) －(35) 

括弧内は計画値 

 

⑧その他（自動車運転免許・改造助成事業） 

障害者が自動車運転免許を取得する費用、及び、身体障害者が運転する自動車の

操向装置及び駆動装置を改造する費用の一部を助成します。 

（年間あたり） 

区分 
第３期（実績） 第４期（見込み） 

平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

運転免許所
得助成 

4 6 5 4(5) 2(5) －(5) 

自動車改造
助成事業 

4 2 3 1(3) 1(3) －(3) 

括弧内は計画値 
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【意見】 

〇移転に伴い一時的に利用者が減少したが、現在は回復してきている。 

【評価】 

〇内容、質について引き続き努力していく。 

【改善】 

〇今後も地域活動支援センター機能の充実を図っていく。 


